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個人情報保護委員会（第１６４回）議事概要 

 

１ 日時：令和３年１月２６日（火）１１：００～１１：３０ 

２ 場所：個人情報保護委員会 委員会室 

３ 出席者：丹野委員長、熊澤委員、小川委員、中村委員、大島委員、 

加藤委員、大滝委員、宮井委員 

      福浦事務局長、佐脇審議官、三原事務局次長 

赤阪参事官、片岡参事官、松本参事官 

４ 議事の概要 

（１）議題１：公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用明確化

に向けた取組について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

大滝委員から「新型コロナウイルス感染症や大災害への対応のような

様々な社会課題を解決する上で、個人情報を含むデータの利活用が注目さ

れている。制度改正大綱で示したように、個人情報保護法の例外規定を適

切に運用することで、そのようなデータの利用環境を後押しできる。その

際、個人情報の利用が不可欠か、社会全体の利益となるか、といった比較

衡量が必要で、いわゆる三条委員会である当委員会がその考え方を示して

いくことは重要。是非速やかに進めてほしい」旨の発言があった。 

丹野委員長から「社会的課題が多様化する中、適切にこうした課題を解

決するために、事業者が個人の権利利益の保護を図りつつ、それが国民全

体の利益となるように、適正にデータを利活用できる環境を整備していく

ことが望ましい。委員会に寄せられた意見も踏まえ、適切に対応した

い。」旨の発言があった。 

 

（２）議題２：改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について

（認定個人情報保護団体制度） 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

宮井委員から「委員会として、初めて認定団体制度を対象としたガイドラ

インを新設するに当たり、しっかりとそのガイドラインをいかしていく観

点から、二点述べたい。一点目は、改正法の施行に向けて、ガイドラインを

活用しながら、認定団体とのやり取りを委員会としても従来以上に深める

ことで、取組の底上げを図っていくということ。昨今の社会情勢を鑑みると、

個人情報に関して、技術の進歩、サービスの複雑化は今後ますます進むと思

う。変化のスピードはますます上がっていくものと想定している。そういっ

た中で一定の自主ルールの策定等は重要になってくると思う。それらも踏



2 

 

まえながら、委員会と団体双方の取組の底上げを図っていく意味があると

考える。二点目は、ガイドラインの中で、認定団体に求められる業務等をよ

り分かりやすく示して、ガイドラインを効果的に広報媒体として活用する

ことによって、認定団体や対象事業者の増加につなげていくということ。ま

だまだ、認定団体制度に関する認知が十分ではないと思うため、これを機会

にガイドラインを分かりやすく示すことで、広報媒体として使い、より認定

団体制度を知っていただき、取組の標準化につなげられると思う」旨の発言

があった。 

熊澤委員から「認定団体が、自主的な取組として、対象事業者の漏えい等

事案の把握に努めることは、対象事業者に対するきめ細かな情報提供や指

導等のほか、対象とする分野の個人情報保護の水準の引上げにもつながる。

したがって、ガイドライン等において、認定団体が対象事業者の漏えい等事

案の報告を受け付けることができる根拠を明確に示していくことは大変重

要であると考える」旨の発言があった。 

丹野委員長から「第 162 回委員会において、政令・規則案を取りまとめ、

意見公募を行ったところであるが、それ以外の部分のガイドライン事項に

ついても同様に、今後、各項目について、具体的な方向性等について議論し

ていくこととし、更に検討を深めてまいりたい」旨の発言があった。 

 

（３）議題３：認定個人情報保護団体の認定について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

小川委員から「認定団体を認定し、対象事業者が増えていくことは大変好

ましいことである。万引の防止は、事業者にとっては死活問題である一方、

関係する個人情報の取扱いに慎重さが求められる分野である。この分野で

認定団体を新規に認定し、自主的取組を促進する意義は大きい。当該分野の

個人情報保護等のレベルがより一層高められていくことに期待したい」旨

の発言があった。 

個人情報保護法第 47 条に基づき、「特定非営利活動法人全国万引犯罪防

止機構」が、認定個人情報保護団体として認定された。 

最後に丹野委員長から「認定個人情報保護団体として、積極的な取組を期

待している」旨の発言があった。 

 

（４）議題４：特定個人情報保護評価指針の改正案の意見募集の結果について 

   事務局から、資料に基づき説明を行った。 

   原案のとおり決定され、官報掲載等の手続を進めることとなった。 
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（５）議題５：公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登  

録等に関する法律案（仮称）について 

   事務局から、資料に基づき説明を行った。 

 

以上 


